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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一のデータ型と他のデータ型の関係を記憶する型関係記憶部と、
　前記データ型とデータの入力に際して用いられるソフトウェアとの対応関係を記憶する
対応関係記憶部と、
　取得した取得情報を解析し、当該取得情報の入力領域に対応するデータ型を特定するデ
ータ型特定部と、
　前記データ型特定部により特定されたデータ型と関係する他のデータ型に対応するソフ
トウェアを、前記型関係記憶部に記憶された関係及び前記対応関係記憶部に記憶された対
応関係に従って特定するソフトウェア特定部と、
　前記ソフトウェア特定部により特定されたソフトウェアを使用するための表示部品を表
示部に表示する表示制御部と
　を具備することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記表示制御部は、前記ソフトウェア特定部により特定されたソフトウェアが複数ある
場合に、該特定されたソフトウェアのいずれかを起動して、該起動したソフトウェアが利
用者の操作によるデータの入力を受け付けるための表示部品を表示するとともに、該起動
したソフトウェア以外のソフトウェアを起動するための表示部品を前記表示部に表示し、
　前記ソフトウェアを起動するための表示部品を選択する旨の情報が操作部から出力され
た場合に、該選択された表示部品に対応するソフトウェアを起動して前記利用者の操作に
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よるデータの入力を受け付けるソフトウェアを切り替える
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　利用者の操作内容に応じた情報を出力する操作部から出力される情報に応じて、前記対
応関係記憶部に対する前記データ型の登録、該データ型の削除、前記ソフトウェアの登録
、該ソフトウェアの削除、及び前記型関係記憶部に記憶された関係の変更の少なくともい
ずれかの処理を行う記憶内容変更部
　を具備することを特徴とする請求項１又は２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記データ型の各々について汎用の度合いを示す汎用度情報を記憶する汎用度情報記憶
部
　を具備し、
　前記表示制御部は、前記ソフトウェア特定部により特定されたソフトウェアに対応する
データ型の前記汎用度情報に従って１又は複数のソフトウェアを選定し、選定したソフト
ウェアを使用するための前記表示部品を、前記表示部に表示する
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記データ型の各々の使用頻度を表す使用頻度情報を記憶する使用頻度情報記憶部
　を具備し、
　前記表示制御部は、前記ソフトウェア特定部により特定されたソフトウェアに対応する
データ型の前記使用頻度情報に従って１又は複数のソフトウェアを選定し、選定したソフ
トウェアを使用するための前記表示部品を、前記表示部に表示する
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記型関係記憶部は、複数のデータ型の包含関係を記憶しており、
　前記表示制御部は、前記ソフトウェア特定部により特定されたソフトウェアのなかから
、該ソフトウェアに対応するデータ型の包含範囲が予め定められた条件を満たすものを選
定し、選定したソフトウェアを使用するための前記表示部品を、前記表示部に表示する
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記表示制御部は、前記ソフトウェア特定部により特定されたソフトウェアを起動する
ための表示部品の表示サイズと、該表示部品の表示領域のサイズとに従って、１又は複数
のソフトウェアを選定し、選定したソフトウェアを使用するための前記表示部品を、前記
表示部に表示する
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　コンピュータを、
　一のデータ型と他のデータ型の関係を記憶する型関係記憶部と、
　前記データ型とデータの入力に際して用いられるソフトウェアとの対応関係を記憶する
対応関係記憶部と、
　取得した取得情報を解析し、当該取得情報の入力領域に対応するデータ型を特定するデ
ータ型特定部と、
　前記データ型特定部により特定されたデータ型と関係する他のデータ型に対応するソフ
トウェアを、前記型関係記憶部に記憶された関係及び前記対応関係記憶部に記憶された対
応関係に従って特定するソフトウェア特定部と、
　前記ソフトウェア特定部により特定されたソフトウェアを使用するための表示部品を表
示部に表示する表示制御部
　として機能させるためのプログラム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　文字列等のデータを入力するための種々の仕組みが提案されている。ＨＴＭＬ５（Hype
rText Markup Language5）では、<input type="email">といったように、入力フィールド
タグに対して型情報を指定することで入力手段（仮想キーボードやアドレス帳）の中から
適したものを選択し表示するようになっている。また、特許文献１には、入力項目毎に複
合データ型（文字列、数値などの単純データ型の組み合わせ）が定義されており、その組
み合わせに適した入力フォーム画面を適用する仕組みが提案されている。また、特許文献
２には、文字列と入力手段を含むアプリケーションとを関連付けておき、ユーザが文字列
を入力するとその文字列に対応する入力手段を起動する仕組みが提案されている。また、
特許文献３には、入力欄の種別を判定し、適切な入力手段を選択・表示する仕組みが提案
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－３０２６８４号公報
【特許文献２】特開２０１０－１５２５９８号公報
【特許文献３】特開２０００－１４８３３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、データの入力に際し入力手段として用いられるソフトウェアのうち、指定さ
れたデータ型に対応するソフトウェア以外のソフトウェアの起動を容易にする技術を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の請求項１に係る情報処理装置は、一のデータ型と他のデータ型の関係を記憶す
る型関係記憶部と、前記データ型とデータの入力に際して用いられるソフトウェアとの対
応関係を記憶する対応関係記憶部と、取得した取得情報を解析し、当該取得情報の入力領
域に対応するデータ型を特定するデータ型特定部と、前記データ型特定部により特定され
たデータ型と関係する他のデータ型に対応するソフトウェアを、前記型関係記憶部に記憶
された関係及び前記対応関係記憶部に記憶された対応関係に従って特定するソフトウェア
特定部と、　前記ソフトウェア特定部により特定されたソフトウェアを使用するための表
示部品を表示部に表示する表示制御部とを具備することを特徴とする。
【０００６】
　本発明の請求項２に係る情報処理装置は、請求項１に記載の構成において、前記表示制
御部は、前記ソフトウェア特定部により特定されたソフトウェアが複数ある場合に、該特
定されたソフトウェアのいずれかを起動して、該起動したソフトウェアが利用者の操作に
よるデータの入力を受け付けるための表示部品を表示するとともに、該起動したソフトウ
ェア以外のソフトウェアを起動するための表示部品を前記表示部に表示し、前記ソフトウ
ェアを起動するための表示部品を選択する旨の情報が操作部から出力された場合に、該選
択された表示部品に対応するソフトウェアを起動して前記利用者の操作によるデータの入
力を受け付けるソフトウェアを切り替えることを特徴とする。
【０００７】
　本発明の請求項３に係る情報処理装置は、請求項１又は２に記載の構成において、利用
者の操作内容に応じた情報を出力する操作部から出力される情報に応じて、前記対応関係
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記憶部に対する前記データ型の登録、該データ型の削除、前記ソフトウェアの登録、該ソ
フトウェアの削除、及び前記型関係記憶部に記憶された関係の変更の少なくともいずれか
の処理を行う記憶内容変更部を具備することを特徴とする。
【０００８】
　本発明の請求項４に係る情報処理装置は、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の構成
において、前記データ型の各々について汎用の度合いを示す汎用度情報を記憶する汎用度
情報記憶部を具備し、前記表示制御部は、前記ソフトウェア特定部により特定されたソフ
トウェアに対応するデータ型の前記汎用度情報に従って１又は複数のソフトウェアを選定
し、選定したソフトウェアを使用するための前記表示部品を、前記表示部に表示すること
を特徴とする。
【０００９】
　本発明の請求項５に係る情報処理装置は、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の構成
において、前記データ型の各々の使用頻度を表す使用頻度情報を記憶する使用頻度情報記
憶部を具備し、前記表示制御部は、前記ソフトウェア特定部により特定されたソフトウェ
アに対応するデータ型の前記使用頻度情報に従って１又は複数のソフトウェアを選定し、
選定したソフトウェアを使用するための前記表示部品を、前記表示部に表示することを特
徴とする。
【００１０】
　本発明の請求項６に係る情報処理装置は、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の構成
において、前記型関係記憶部は、複数のデータ型の包含関係を記憶し、前記表示制御部は
、前記ソフトウェア特定部により特定されたソフトウェアのなかから、該ソフトウェアに
対応するデータ型の包含範囲が予め定められた条件を満たすものを選定し、選定したソフ
トウェアを使用するための前記表示部品を、前記表示部に表示することを特徴とする。
【００１１】
　本発明の請求項７に係る情報処理装置は、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の構成
において、前記表示制御部は、前記ソフトウェア特定部により特定されたソフトウェアを
起動するための表示部品の表示サイズと、該表示部品の表示領域のサイズとに従って、１
又は複数のソフトウェアを選定し、選定したソフトウェアを使用するための前記表示部品
を、前記表示部に表示することを特徴とする。
【００１２】
　本発明の請求項８に係るプログラムは、コンピュータを、一のデータ型と他のデータ型
の関係を記憶する型関係記憶部と、前記データ型とデータの入力に際して用いられるソフ
トウェアとの対応関係を記憶する対応関係記憶部と、取得した取得情報を解析し、当該取
得情報の入力領域に対応するデータ型を特定するデータ型特定部と、前記データ型特定部
により特定されたデータ型と関係する他のデータ型に対応するソフトウェアを、前記型関
係記憶部に記憶された関係及び前記対応関係記憶部に記憶された対応関係に従って特定す
るソフトウェア特定部と、前記ソフトウェア特定部により特定されたソフトウェアを使用
するための表示部品を表示部に表示する表示制御部として機能させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１及び８に係る発明によれば、データの入力に際して用いられるソフトウェアの
うち、指定されたデータ型に対応するソフトウェア以外のソフトウェアの起動が、データ
型の関係及び対応関係に従ってデータ型に対応するソフトウェアを特定しない場合と比較
して容易になる。
　請求項２に係る発明によれば、データの入力に際して用いられるソフトウェアのうち、
指定されたデータ型に対応するソフトウェア以外のソフトウェアへの起動の切り替えが、
データの入力を受け付けるソフトウェアを操作部からの情報に応じて切り替えない場合と
比較して容易になる。
　請求項３に係る発明によれば、型関係記憶部や対応関係記憶部の内容を利用者が所望の
内容に変更することができる。
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　請求項４に係る発明によれば、データの入力に際して用いられるソフトウェアのうち、
汎用度が他のデータ型よりも高いデータ型に対応するソフトウェアの起動が、汎用度情報
に従ってソフトウェアを選定しない場合と比較して容易になる。
　請求項５に係る発明によれば、データの入力に際して用いられるソフトウェアのうち、
使用頻度が他のデータ型よりも高いデータ型に対応するソフトウェアの起動が、使用頻度
情報に従ってソフトウェアを選定しない場合と比較して容易になる。
　請求項６に係る発明によれば、データの入力に際して用いられるソフトウェアのうち、
データ型の包含範囲が予め定められた条件を満たすソフトウェアの起動が、包含範囲に応
じてソフトウェアを選定しない場合と比較して容易になる。
　請求項７に係る発明によれば、データの入力に際して用いられるソフトウェアのうち、
ソフトウェアを起動するための表示部品を表示する表示領域のサイズに応じた量の画像が
表示される。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】情報処理装置の構成の一例を示すブロック図である。
【図２】包含関係記憶領域に記憶された包含関係情報の内容の一例を示す図である。
【図３】対応関係記憶領域に記憶されたテーブルの内容の一例を示す図である。
【図４】情報処理装置の機能構成の一例を示すブロック図である。
【図５】操作表示部に表示される画面の一例を示す図である。
【図６】操作表示部に表示される画面の一例を示す図である。
【図７】情報処理装置が行う処理の流れを示すフローチャートである。
【図８】従来の装置において表示される画面の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
＜構成＞
　図１は、本発明の実施形態に係る情報処理装置１００の構成を示すブロック図である。
情報処理装置１００は、例えばスマートフォンや、携帯電話機、タブレット型コンピュー
タ等の装置である。図示のように、情報処理装置１００の各部はバス１１に接続され、バ
ス１１を介して各部間でデータのやり取りを行う。この実施形態では、情報処理装置１０
０は、ＨＴＭＬ５等のマークアップ言語により記述された文書を解読し、この文書に記述
された内容に従って各種の処理を実行する。図において、制御部１２は、ＣＰＵ（Centra
l Processing Unit）等のプロセッサー１２１や、ＲＯＭ（Read Only Memory）１２２、
ＲＡＭ（Random Access Memory）１２３を備え、ＲＯＭ１２２又は記憶部１３に格納され
たコンピュータプログラムにしたがって情報処理装置１００の制御を行う。記憶部１３は
、ハードディスク等の記憶部であり、情報処理装置１００の制御に関するプログラムなど
の各種プログラムが格納されている。操作表示部１４（表示部及び操作部の一例）は、タ
ッチパネルとして機能する液晶ディスプレイを備えており、情報処理装置１００の利用者
はこの液晶ディスプレイに触れることで各種の操作を行う。通信部１５は無線又は有線に
より他の装置と通信を行うためのインタフェースである。
【００１６】
　記憶部１３は、包含関係記憶領域１３１と、対応関係記憶領域１３２とを有している。
包含関係記憶領域１３１には、ＨＴＭＬ５の入力フィールドタグ（<input type="">）に
対して指定可能なデータ型の包含関係を示す情報（以下「包含関係情報」という）が記憶
されている。
【００１７】
　図２は、包含関係記憶領域１３１に記憶された包含関係情報の内容の一例を示す図であ
る。図２に示す例では、複数のデータ型Ｔ１，Ｔ２，…，Ｔ８の包含関係がツリー構造に
より示されている。データ型Ｔ１，Ｔ２，…，Ｔ８は、マークアップ言語により指定され
るデータ型である。図２に示す例では、上側に図示されているデータ型ほど汎用性が高く
、下側に図示されているデータ型ほど用途が限定される。具体的には、文字列型Ｔ１は他
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のデータ型Ｔ２～Ｔ８を包含するデータ型である。数値型Ｔ５は、図示のように、浮動少
数点型Ｔ６、整数型Ｔ７、通貨型Ｔ８を包含するデータ型である。包含関係情報は、これ
らのデータ型Ｔ１，Ｔ２，…Ｔ８の包含関係を示す情報であればどのようなものであって
もよい。具体的には、例えば、各データ型の継承関係をポインタにより示すものであって
もよく、また、例えば、データ型の各々について、各データ型とそのデータ型が包含する
データ型との対応関係をテーブルにより表すものであってもよい。
【００１８】
　対応関係記憶領域１３２には、データ型と、データの入力手段として用いられるソフト
ウェア（以下「入力用ソフトウェア」という）との対応関係が記憶されている。この実施
形態では、対応関係記憶領域１３２には、データ型の種別と入力用ソフトウェアとの対応
関係を表すテーブル（以下「対応テーブル」という）が記憶されている。図３は、対応テ
ーブルの内容の一例を示す図である。対応テーブルには、図示のように、「データ型」と
「入手段」との各項目が互いに関連付けて記憶されている。これらの項目のうち、「デー
タ型」の項目には、データ型の種別を示す情報が格納される。「入力手段」の項目には入
力手段として用いられる入力用ソフトウェアの種別を示す情報が格納される。具体的には
、例えば、「文字列型」のデータ型には「仮想キーボード」の入力用ソフトウェアが対応
付けられている。また、「メールアドレス型」や「電話番号型」のデータ型には「アドレ
ス帳」の入力用ソフトウェアが対応付けられている。また、「ＵＲＬ型」のデータ型には
、「アドレス帳」と「ブックマーク帳」との２つの入力用ソフトウェアが対応付けられて
いる。「数値型」のデータ型には「仮想テンキー」と「電卓」との２つの入力用ソフトウ
ェアが対応付けられている。「通貨型」のデータ型には「通貨コンバーター」の入力用ソ
フトウェアが対応付けられている。
【００１９】
　「仮想キーボード」の入力用ソフトウェアは、タッチパネル上で仮想的なキーボードを
実現する機能を備えたソフトウェアである。「アドレス帳」の入力用ソフトウェアは、メ
ールアドレスや電話番号の一覧を表示する機能を備えたソフトウェアである。「ブックマ
ーク帳」の入力用ソフトウェアは、ブックマークされたＵＲＬ（Uniform Resource Locat
or）の一覧を表示する機能を備えたソフトウェアである。「仮想テンキー」のソフトウェ
アは、タッチパネル上でテンキーを仮想的に実現する機能を備えたソフトウェアである。
「電卓」の入力用ソフトウェアは、タッチパネル上で電卓を仮想的に実現する機能を備え
たソフトウェアである。「通貨コンバーター」の入力用ソフトウェアは、通貨コンバータ
ーをタッチパネル上に表示する機能を備えたソフトウェアである。
【００２０】
　次に、情報処理装置１００の機能的構成について図面を参照しつつ説明する。図４は、
情報処理装置１００の機能的構成の一例を示すブロック図である。図において、データ型
特定部１、入力手段特定部２及び表示制御部４は、制御部１２がＲＯＭ１２２又は記憶部
１３に記憶されたコンピュータプログラムを読み出して実行することによって実現される
。なお、図中の矢印はデータの流れを概略的に示すものである。データ型特定部１は、マ
ークアップ言語で記述されたコンテンツ（取得情報の一例）を取得し、取得したコンテン
ツ（テキストファイル）により指定されているデータ型（取得情報の入力領域に対応する
データ型）の種別を特定する。この実施形態では、データ型特定部１は、ＨＴＭＬ５の<i
nput type>タグで指定されているデータ型を指定する情報（入力データ型指定情報）を取
得する。
【００２１】
　入力手段特定部２（ソフトウェア特定部の一例）は、データ型特定部１により特定され
たデータ型に包含されるデータ型に対応する入力用ソフトウェアを、包含関係記憶領域１
３１に記憶された包含関係と、対応関係記憶領域１３２に記憶された対応関係とに従って
特定する。具体的には、この実施形態では、入力手段特定部２は、まず、データ型特定部
１により特定されたデータ型に包含されるデータ型を、包含関係記憶領域１３１に記憶さ
れた包含関係情報に従って特定する。次いで、入力手段特定部２は、特定したデータ型に
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対応する入力用ソフトウェアを、対応関係記憶領域１３２に記憶された対応テーブルに従
って特定する。
【００２２】
　具体的には、例えば、データ型特定部１により特定されたデータ型が「文字列型」であ
る場合には、入力手段特定部２は、「文字列型」に包含されるデータ型、すなわち「文字
列型」、「メールアドレス型」、「電話番号型」、「ＵＲＬ型」、「数値型」、「浮動小
数点型」、「整数型」、「通貨型」を特定し、特定したこれらのデータ型に対応する入力
用ソフトウェア、すなわち「仮想キーボード」、「アドレス帳」、「ブックマーク帳」、
「仮想テンキー」、「電卓」、「通貨コンバーター」を特定する。また、他の例として、
例えば、データ型特定部１により特定されたデータ型が「数値型」である場合には、入力
手段特定部２は、「数値型」に包含されるデータ型、すなわち「数値型」、「浮動小数点
型」、「整数型」、「通貨型」を特定し、これらのデータ型に対応する入力用ソフトウェ
アとして、「仮想テンキー」、「電卓」、「通貨コンバーター」を特定する。
【００２３】
　表示制御部４は、入力手段特定部２により特定された入力用ソフトウェアのなかから、
予め定められたアルゴリズムに従って１又は複数のソフトウェアを選定する。この実施形
態では、表示制御部４は、包含範囲が予め定められた条件を満たすデータ型に対応する入
力用ソフトウェアを選定する。より具体的には、表示制御部４は、図２に示される継承ツ
リーの一番上のデータ型に対応する入力用ソフトウェアを、最初に画面上に表示する入力
用ソフトウェア（以下「デフォルト表示ソフトウェア」という）として選定し、継承ツリ
ーの２番目以降のデータ型に対応する入力用ソフトウェアのうち、上から順にサーチして
２番目と３番目に検索される入力用ソフトウェアを、ボタンとして表示する入力用ソフト
ウェア（以下「サブ表示ソフトウェア」という）として選定する。
【００２４】
　具体的には、例えば、データ型特定部１により「文字列型」が特定された場合には、表
示制御部４は、「文字列型」に対応する入力用ソフトウェアである「仮想キーボード」を
デフォルト表示ソフトウェアとして選定し、「メールアドレス型」や「電話番号型」、「
ＵＲＬ型」に対応する入力用ソフトウェアである「アドレス帳」と、「数値型」に対応す
る入力用ソフトウェアである「電卓」との２つの入力用ソフトウェアを、サブ表示ソフト
ウェアとして選定する。このとき、ひとつのデータ型に対応する入力用ソフトウェアが複
数ある場合（例えば、「数値型」や「ＵＲＬ型」）には、表示制御部４は、予め定められ
たアルゴリズムに従っていずれかを選択する。具体的には、例えば、入力用ソフトウェア
に優先順位を予め設けておき、表示制御部４がこの優先順位に従って入力用ソフトウェア
を選定してもよい。
【００２５】
　また、表示制御部４は、選定した入力用ソフトウェアを使用するための表示部品（操作
画面やボタン、等）を、操作表示部１４に表示する。図５は、表示制御部４が表示する表
示部品の一例を示す図である。図５に示す例では、表示制御部４は、デフォルト表示ソフ
トウェアとして選定された「仮想キーボード」のソフトウェアを起動し、起動したソフト
ウェアの操作画面Ａ１（利用者の操作によるデータの入力を受け付けるための表示部品）
を操作表示部１４に表示する。また、表示制御部４は、サブ表示ソフトウェアとして選定
された「アドレス帳」を起動する（入力画面の表示を「アドレス帳」に切り替える）ため
のボタンＢ１と、「電卓」を起動する（入力画面の表示を「電卓」に切り替える）ための
ボタンＢ２とを操作表示部１４に表示する。
【００２６】
　ユーザは、操作表示部１４に表示された画面に従ってデータの入力を行う。具体的には
、例えばユーザは、「仮想キーボード」の操作画面Ａ１を用いて文字列等のデータを入力
する。操作表示部１４は、操作された内容に応じた情報を出力し、制御部１２は、操作表
示部１４から出力される情報に応じてデータの入力を受け付け、入力された文字列の表示
等の各種処理を行う。また、ユーザは、ボタンＢ１やボタンＢ２を押下して、「アドレス
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帳」や「電卓」の入力用ソフトウェアを起動する。具体的には、例えば、ボタンＢ１が押
下された（選択された）旨の情報が操作表示部１４から出力された場合には、制御部１２
は、「アドレス帳」のソフトウェアを起動して操作表示部１４に表示する操作画面（利用
者によるデータの入力を受け付ける表示部品）を「仮想キーボード」から「アドレス帳」
に切り替える。このとき、「仮想キーボード」の入力用ソフトウェアについては、制御部
１２が終了させてもよく、また、終了させずにサスペンドするようにしてもよい。
【００２７】
　図６は、図５においてユーザによってボタンＢ１が押下された場合に表示される画面の
一例を示す図である。図６に示す例では、ボタンＢ１が押下されることにより、「アドレ
ス帳」ソフトウェアによりアドレス帳の一覧Ａ２が操作表示部１４に表示されるとともに
、「仮想キーボード」の入力用ソフトウェアを起動する（すなわち一覧Ａ２が表示されて
いる表示領域の表示内容を切り換える）ためのボタンＢ３や、「電卓」の入力用ソフトウ
ェアを起動するためのボタンＢ２が表示される。ユーザは、図６に例示する画面において
、アドレス帳の一覧Ａ２に表示されたアドレスについてコピー＆ペースト等の操作を行う
ことによって、アドレスの入力を行う。
【００２８】
　図８は、従来の装置において表示される画面の一例を示す図である。従来の装置では、
図８に示されるように、<input type>により指定されているデータ型に対応する操作画面
（「仮想キーボード」の操作画面Ａ１）のみが表示され、他の入力用ソフトウェアへの切
替を行うためのボタン等の画像は表示されない。そのため、従来の装置においてメールア
ドレスやＵＲＬなどを入力したい場合には、ユーザは、まず、アドレス帳やブラウザを起
動し、その後アドレスやＵＲＬのコピー＆ペーストを行い、それから起動したアドレス帳
やブラウザを閉じる、といった一連の操作を、その都度行う必要があり、これらの操作は
煩雑である場合が多かった。これに対し本実施形態では、例えば図５に示す画面において
メールアドレスを入力したい場合には、画面に表示されたボタンＢ１を押下すればアドレ
ス帳に表示が切り替わる。このように、本実施形態では、<input type>により指定されて
いるデータ型に対応する入力用ソフトウェア以外のソフトウェアの起動が容易である。
【００２９】
＜動作＞
　次いで、情報処理装置１００の制御部１２が行う処理の流れについて、図７に示すフロ
ーチャートを参照しつつ説明する。図７に示す処理は、マークアップ言語で記述されたコ
ンテンツを制御部１２が取得することを契機として実行される。制御部１２は、まず、マ
ークアップ言語で記述されたコンテンツを解析し、<input type>として指定されているデ
ータ型を特定する（ステップＳ１）。次いで、制御部１２は、特定したデータ型に包含さ
れるデータ型に対応する入力用ソフトウェアを、包含関係記憶領域１３１に記憶された包
含関係及び対応関係記憶領域１３２に記憶された対応関係に従って特定する（ステップＳ
２）。制御部１２は、特定した入力用ソフトウェアのなかから、予め定められたアルゴリ
ズムに従って１又は複数の入力用ソフトウェアを選定する（ステップＳ３）。
【００３０】
　次いで、制御部１２は、選定した入力用ソフトウェアに対応する画像を、操作表示部１
４に表示する（ステップＳ４）。具体的には、制御部１２は、デフォルト表示ソフトウェ
アとして選定された入力用ソフトウェアに対応する画像を操作表示部１４に表示するとと
もに、サブ表示ソフトウェアとして選定された入力用ソフトウェアを起動するためのボタ
ンを、操作表示部１４に表示する。
【００３１】
　ユーザは、操作表示部１４に表示された画面に従ってデータの入力を行う。このとき、
ユーザは、メールアドレスを入力したい場合には、仮想キーボードを用いてメールアドレ
スを直接入力してもよく、また、アドレス帳を起動するためのボタンＢ１を押下してアド
レス帳を起動してもよい。
【００３２】
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　ユーザによってボタンＢ１やボタンＢ２が押下されると、操作表示部１４は、操作され
た内容に応じた情報を出力する。制御部１２は、操作表示部１４から出力される情報に従
ってボタンＢ１やボタンＢ２が押下されたかを判定する。ボタンＢ１やボタンＢ２が押下
されたと判定された場合には（ステップＳ５；ＹＥＳ）、制御部１２は、押下されたボタ
ンに対応する入力用ソフトウェアを起動する（ステップＳ６）。具体的には、例えば、図
５に示す例において、ボタンＢ１が押下された場合には、制御部１２は、アドレス帳を起
動し、アドレス帳に対応する画像を操作表示部１４に表示する。このように本実施形態で
は、ＨＴＭＬ５の<input type>タグにより指定されているデータ型に対応する入力用ソフ
トウェア以外の入力用ソフトウェアへの切り替えを行うためのボタンＢ１，Ｂ２が操作表
示部１４に表示されるから、他の入力用ソフトウェアへの切り替えが容易になる。
【００３３】
＜変形例＞
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に限定される
ことなく、他の様々な形態で実施可能である。以下にその例を示す。なお、以下の各態様
を組み合わせてもよい。
（１）上述の実施形態では、表示制御部４は、包含範囲が予め定められた条件を満たすデ
ータ型に対応する入力用ソフトウェアを選定したが、選定の態様はこれに限らない。例え
ば、表示制御部４が、各データ型の汎用の度合いに応じて、操作表示部１４に表示する入
力用ソフトウェアを選定してもよい。この場合は、具体的には、情報処理装置１００の記
憶部１３に、データ型の各々について汎用の度合いを示す汎用度情報を記憶する汎用度情
報記憶領域１３３（図１に点線で図示）を設ける構成とし、表示制御部４が、入力手段特
定部２により特定された入力用ソフトウェアを、各入力用ソフトウェアに対応するデータ
型の汎用度情報に従ってソートし、ソート結果に従って１又は複数の入力用ソフトウェア
を選定してもよい。より具体的には、表示制御部４が、汎用度情報の示す汎用度が最も高
い入力用ソフトウェアをデフォルト表示ソフトウェアとして選定するとともに、汎用度が
２番目と３番目の入力用ソフトウェアをサブ表示ソフトウェアとして選定してもよい。
【００３４】
　また、選定の態様の他の例として、例えば、表示制御部４が、各データ型の使用頻度に
応じて、操作表示部１４に表示する入力用ソフトウェアを選定してもよい。この場合は、
具体的には、情報処理装置１００の記憶部１３に、データ型の各々について使用頻度を示
す使用頻度情報を記憶する使用頻度情報記憶領域１３４（図１に点線で図示）を設ける構
成とし、表示制御部４が、入力手段特定部２により特定された入力用ソフトウェアを、各
入力用ソフトウェアに対応するデータ型の使用頻度情報に従ってソートし、ソート結果に
従って１又は複数の入力用ソフトウェアを選定してもよい。より具体的には、表示制御部
４が、使用頻度情報の示す使用頻度が最も高い入力用ソフトウェアをデフォルト表示ソフ
トウェアとして選定するとともに、使用頻度が２番目と３番目の入力用ソフトウェアをサ
ブ表示ソフトウェアとして選定してもよい。
【００３５】
　また、他の例として、例えば、表示制御部４が、表示制御部４により特定された入力用
ソフトウェアを起動するためのボタンの表示サイズと、これらのボタンの表示領域のサイ
ズとに従って、１又は複数のソフトウェアを選定するようにしてもよい。具体的には、例
えば、表示制御部４が、各入力用ソフトウェアに対応するボタンのサイズと、ボタンの表
示領域のサイズとから、表示領域に表示されるボタンの数が予め定められた条件を満たす
ように入力用ソフトウェアを選定してもよい。
【００３６】
　このように、入力用ソフトウェアの選定の態様は種々のものが適用され得る。要は、表
示制御部４が、入力手段特定部２により特定されたソフトウェアのなかから、予め定めら
れたアルゴリズムに従って１又は複数のソフトウェアを選定するものであればどのような
ものであってもよい。
　また、上述の実施形態では、表示制御部４が、入力手段特定部２により特定されたソフ
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ない。すなわち、表示制御部４がソフトウェアを選定する構成とせず、入力手段特定部２
により特定されたソフトウェアのそれぞれに対応する表示部品を操作表示部１４に表示す
る構成であってもよい。
【００３７】
（２）上述の実施形態では、表示制御部４はひとつのデフォルト表示ソフトウェアと２つ
のサブ表示ソフトウェアを選定したが、選定される入力用ソフトウェアの数はこれに限ら
ない。例えば、表示制御部４は、ひとつのデフォルト表示ソフトウェアと３つのサブ表示
ソフトウェアを選定してもよい。また、他の例として、例えば、上述した汎用度情報が予
め定められた閾値以上である入力用ソフトウェア（すなわち選定される入力用ソフトウェ
アの数は任意とする）を選定してもよい。要は、表示制御部４が、入力手段特定部２によ
り特定されたソフトウェアのなかから、予め定められたアルゴリズムに従って１又は複数
のソフトウェアを選定するものであればよい。
【００３８】
（３）上述の実施形態では、情報処理装置１００が解析するマークアップ言語としてＨＴ
ＭＬ５を例示したが、マークアップ言語はＨＴＭＬ５に限らず、例えば、ＷＭＬ（Wirele
ss Markup Language）等の他のマークアップ言語であってもよい。
　また、上述の実施形態では文字列が入力される場合について主に説明したが、情報処理
装置１００に入力されるデータは文字列を表すデータに限らず、例えば画像を表すデータ
であってもよい。本発明に係るデータ型によって示されるデータは、文字列に限らず、画
像等の他のデータを含む。
【００３９】
（４）上述の実施形態において、包含関係記憶領域１３１や対応関係記憶領域１３２の記
憶内容を利用者が変更可能である構成としてもよい。すなわち、制御部１２が、操作表示
部１４から出力される情報に応じて、対応関係記憶領域１３２へのデータ型の登録、登録
されたデータ型の削除、入力用ソフトウェアの登録、登録された入力用ソフトウェアの削
除等の記憶内容の変更処理を行ってもよい。また、制御部１２が、操作表示部１４から出
力される情報に応じて、包含関係記憶領域１３１に記憶された包含関係の変更を行っても
よい。
【００４０】
（５）上述したＲＯＭ１２２又は記憶部１３に記憶されているプログラムは、磁気記録媒
体（磁気テープ、磁気ディスク（ＨＤＤ（Hard Disk Drive）、ＦＤ（Flexible Disk））
など）、光記録媒体（光ディスクなど）、光磁気記録媒体、半導体メモリなどのコンピュ
ータ読取可能な記録媒体に記憶した状態で提供し得る。また、インターネット等の通信回
線を介して情報処理装置１００にダウンロードさせてもよい。
【符号の説明】
【００４１】
１…データ型特定部、２…入力手段特定部、４…表示制御部、１１…バス、１２…制御部
、１３…記憶部、１４…操作表示部、１５…通信部、１００…情報処理装置、１２１…プ
ロセッサー、１２２…ＲＯＭ、１３１…包含関係記憶領域、１３２…対応関係記憶領域、
１３３…汎用度情報記憶領域、１３４…使用頻度情報記憶領域
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